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～若者のための合同企業説明会～ 
とやま企業ガイダンス２０１４冬 
～若者のための合同企業説明会～ 
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第769号 

11月号 

元気とやま！ 仕事と子育て両立支援企業をご紹介します！ 
　　　　　　　　　　　　射水建設興業株式会社 
　　　　　　　　　　　　株式会社 熊野製作所 

11月は「過重労働解消キャンペーン」期間です 

パートタイム労働法が改正されました！ 

対 象 者蜷 富山県内の事業所等で働くため、就職活動を行う次に掲げる者 
  ・平成２７年３月大学等卒業予定の学生 
  ・平成２４年３月～平成２６年９月大学等卒業者 
  ・転職及びＵＩＪターン就職希望の若者 

参加企業蜷 （１）募集企業数　　７５社 
 （２）参加企業の要件（下記①、②ともに満たす必要があります。） 
  ①参加対象者を正社員として採用予定の企業 
  ②県内に事業所を有する企業 
 （３）参加申込み 

ヤングジョブとやまのウェブサイト（蜀 http://www.youngjob-tym.jp/）に掲載する 
「合同企業説明会」申込フォームからのお申し込みください。 
（電話、ＦＡＸなどでは受付をしておりません。） 

 （４）参加申込受付期間 

  １１月２７日（木）１０：００～１１月２８日（金）１７：００ 
 （５）参加の決定 

要件を満たす企業であることを確認後、原則抽選で決定します。 
※抽選に当たっては、「若者応援企業」宣言の有無や、業種の偏り等を考慮します。 

 （６）参加企業発表 

  １２月８日（月）にヤングジョブとやまのウェブサイトにて公開予定です。 

※富山県若者就業支援センター（ヤングジョブとやま）… 
　若者に対する総合的な就職支援窓口として設置し、（一財）富山勤労総合福祉センターが運営。就職に関する情報提供、カウン
セリングなどの職業相談、職業紹介までの就職支援サービスを１つの窓口で提供（ワンストップサービスセンター）。 

　新規学校卒業予定者及び転職・ＵＩＪターン就職希望の若者と

県内企業とのマッチングの場を提供し、一人でも多くの若者の就

職促進を図るため、次のとおり合同企業説明会を開催します。 

富山県若者就業支援センター（ヤングジョブとやま） 

日時  

会場  

平成２６年１２月２２日（月）１３：３０～１６：３０ 
とやま自遊館ホール（富山市湊入船町９－１） 

とやま企業ガイダンス２０１４冬 
～若者のための合同企業説明会～ 

!を開催します 

参加
料 

無料
 

詳細は、富山県若者就業支援センター（ヤングジョブとやま）へお問い合わせください。 

富山市湊入船町９－１　とやま自遊館２階　　薊０７６－４４５－１９９６ 

とやま企業ガイダンス２０１４冬 
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所在地：高岡市 
業　種：建設業 
職　員：５０名（男性４３名、女性７名） 

射水建設興業株式会社 

● ● ● ● ●  利 用 者 の 声  

元気とやま  仕事と子育て両立支援企業 ！ 平成26年度 元気とやま  仕事と子育て両立支援企業 ！ 
をご紹介します！ をご紹介します！ をご紹介します！ 

第　回 第　回 2

　当社はワーク・ライフ・バランスの推進に積極的に取
り組んでいます。 
　顧客満足を経営方針とし、地域の豊かな未来をつく
りあげるためには、従業員一人ひとりが、もてる能力
を最大限に発揮する必要があるからです。 
　建設業は時間的に不規則な労働になることが多い業
界ですが、少しでも仕事と子育てが両立しやすい環境
づくりに今後も努めていきます。 
 
 
☆仕事と子育てが両立しやすい職場環境づくり 
　子が小学校就学前まで利用できる短時間勤務制度な
ど、仕事と子育てが両立しやすい職場環境づくりを行
うとともに、看護休暇（有給）や所定外労働時間削減
のためのノー残業デーの実施など仕事と生活の調和に
取り組んでいます。 

☆年次有給休暇の取得促進 
　半日単位で取得できる年次有給休暇制度を整備し、
課内で話し合いをし調整を行うよう、社員の理解と周
知徹底を進めた結果、年次有給休暇取得率は７７％に
なっております。 

☆今後の取組み 
　仕事と子育ての両立支援制度のさらなる拡充を図り
ながら、より一層、長時間労働の抑制や年次有給休暇
の取得促進を取り組んでいきたいと思います。こうし
たことで、社員一人ひとりが仕事にメリハリを持ち、
効率の良い仕事ができると考えています。 
　ワーク・ライフ・バランスの実現に向け、今後も働き
やすい職場環境づくりに努めていきます。 

　私は高専卒業後に入社して、15年目になりま
す。現場に出ての仕事のため、独身時代は一生
働ける仕事ではないのだろうと思っていました。 
　1人目の子を妊娠した時、会社に話したらど
う言われるだろうと不安でいっぱいでした。で
も、会社からの答えは、「出産してもやめないで、
育児休暇をたっぷり取って、戻ってきてくださ
いね。」というあたたかいお言葉をいただき、
とてもうれしかったことを覚えています。 
　出産後は新米ママとして育児に奮闘し、仕事
では味わえない子育ての大変さや楽しみを感じ
て育児休暇を楽しむことができました。育児休
暇中に職場に赤ちゃんを連れて行くと、ベテラ
ンママ達から「抱っこさせて。かわいい。」と
気軽に声をかけてもらったり、子育てのアドバ
イスをもらって実践していました。昨年は2人
目の育児休暇をいただき、2児のママとして、
これから結婚・出産を迎える後輩が安心して育
児休暇が取れ、笑顔で戻ってこられるよう会社
をサポートして、長く勤められる職場にしてい
きたいと思います。 

射水建設興業の主な取組み 

金塚さん 
現場監理 

お子さんは２人 
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所在地：砺波市 
業　種：金属加工業 
職　員：７５名（男性５３名、女性２２名） 

株式会社 熊野製作所 

● ● ● ● ●  利 用 者 の 声  

　当社はワーク・ライフ・バランスの推進に積極的に取
り組んでいます。 
　取引先から信頼される製品を製造し、市場の信頼を
得るために、従業員が持てる力を最大限に発揮できる
環境づくりが必要だと思うからです。 
　今後も、従業員が働きやすい職場づくりに努めてま
いります。 
 
 
☆男性従業員への育児参加を支援！ 
　男性従業員が多いこともあり、特に男性従業員への
育児参加に対する支援を積極的に取り組んでいます。
制度整備に併せて、トップや上司の両立支援への理解
と会社全体の意識が高いので、男女問わず制度が利用
しやすい雰囲気があります。 

☆充実した両立支援の制度！ 
　熊野製作所では、 
○子が小学校就学まで利用できる短時間勤務制度 
○半日単位の看護休暇 
○配偶者出産休暇制度（１日、有給） 
○パート等から正社員への登用制度の整備 
など、仕事と子育てを両立しながら安心して働ける職
場環境の構築に取り組んでいます。 

☆ワーク・ライフ・バランスの推進も！ 
　従業員の休暇取得促進として、半日単位で取得でき
る年次有給休暇制度の整備や、誕生日休暇（有給）を
導入しています。特に誕生日休暇に関しては従業員に
理解と周知徹底を図り、取得率７４％を達成しました。 
　また、環境改善のための提案ポストを設置し、仕事
に対する要望や悩みを伝えやすい職場づくりを行って
います。 

☆今後の取組み予定 
　有給休暇取得率向上を目指した取組（計画年休等）
を考えております。 

熊野製作所の主な取組み 

　今までは妻に任せっきりだ
った育児ですが、2人目が生
まれ、せめて上の子の面倒は

見なければと思っていた頃、た
またまその子が体調不良で保
育所を休むことになりました。
病院に連れて行くため、なん
となく「看護休暇」の制度を利

用しました。自分としては、ちょっと変わった
有給休暇みたいな感覚でしたが、妻に説明した
ところ、「子どもの看護のための休み?! しかも
有給とは別にけ?! それすごいありがたい! 頼み
やすくなるね!」と安堵の表情。その言葉と表
情で、「看護休暇」が子どものためだけではなく、
父親が育児に参加することで妻のためにもなる
こと、つまり家族のためになることに気づきま
した。 
 

　私が入社した頃、長男はまだ1歳と小さく、
また長女と保育所が異なっていたこともあり、
短時間勤務制度を利用させていただきました。 
　子ども達が同じ保育所に通所するようになる
と、フルタイム勤務で働き始めましたが、まだ
年齢も低いこともあってよく病気になり、会社
を休まざるを得ないことが多くなりました。我
が家は祖母も働いており、有給休暇を取得して
看病するのが母親である私の役割となることが
多く、精神的に負担を感じるようになりました。
ですが、子の看護休暇制度が始まり、その制度
を利用させていただいていくうちに、気兼ねな
く子どもの看病に時間を費やせる安心感を得る
ことができました。もちろん家族にも好評です。 
　まだ暫くは子どもに手がかかりますが、長い
人生でほんの一瞬の時間です。その大切な時間
を支えてくれる会社や上司、同僚に感謝してい
ます。そして、日々精進しながら業務に勤しみ、
会社に貢献していきたいと思います。 

高木さん 
設計開発 

お子さんは２人 

中山さん 
製造管理 

お子さんは２人 
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「過重労働解消キャンペーン」期間です。 

　労働時間等の現状（全国）をみると、週の労働
時間が６０時間以上の労働者の割合は横ばいで推
移するとともに、また、脳・心臓疾患、精神障
害に係る労災支認定件数が高水準で推移するなど、
依然として恒常的な長時間労働の実態が認めら
れるほか、割増賃金の不払に係る労働基準法違
反も後を絶たないところであり、今後ともこれ
らの問題の解消に向けた対策を積極的に推進し
ていく必要があります。 
　このため厚生労働省では、使用者のみならず、
労働者や労働組合、産業保健スタッフ等のすべ
ての関係者の理解を得て、労使が一体となった
取組を行い、長時間労働の抑制等の過重労働解
消に向けた取組の推進を図るため、１１月を「過重
労働解消キャンペーン」期間とし、各種活動を展
開することとしています。 

◆過重労働による健康障害を防止するためには、 
①時間外・休日労働時間の削減 

②労働者の健康管理に係る措置の徹底 

を実施することが大切です。 

◆賃金不払残業を解消するためには、 
①「労働時間の適正な把握のために使用者が講

ずべき措置に関する基準」の遵守 

②職場風土の改革 

③適正に労働時間の管理を行うためのシステ

ムの整備 

④労働時間を適正に把握するための責任体制

の明確化とチェック体制の整備 

等を実施することが大切です。 

　これらの対策を推進していくためには、労使
が一体となった取組を行うなど社会的気運の醸
成が重要です。 
　そのため、富山労働局においては１０月２４日に
労使団体に要請文の手交を行いました。 
　厚生労働省では、労働条件相談ほっとライン
等により、職場の長時間労働時間に関する相談
や情報を受け付け、監督指導に活用します。 
 
 
 
 
 
 

　各事業場におかれましても、労働時間の適正
な把握・管理をより一層徹底され、長時間労働
の抑制と過重労働・賃金不払残業の解消にご協
力をお願いします。 

（富山労働局労働基準部監督課） 

労働保険に入っていない経営者に、 
　　　　　　　　　　　　人を雇う資格はありません。 

－ 労働保険への加入は経営者の義務であり責任です。－ 

問合せ先蜷富山労働局労働保険徴収室　薊０７６－４３２－２７１４ 

１１月は「労働保険適用促進強化期間」です 

　正社員はもちろん、パート、アルバイト、臨時職員など、名称の如何を問わず、
ひとりでも労働者を雇っている事業主は、労働保険に加入する必要があります。 
　お手続きは、最寄りの労働基準監督署、公共職業安定所まで。 

１１月は「労働保険適用促進強化期間」です 

「過重労働解消キャンペーン」期間です。 
１１月１日 ～３０日 は 

～ 過重労働、賃金不払残業をなくしましょう ～ 

労働条件相談ほっとライン 

0120（811）610

月・火・木・金 １７：００～２２：００ 
土・日 １０：００～１７：００ 

はい！　　ろうどう  フリーダイヤル 

無料
 

労働保険に入っていない経営者に、 
　　　　　　　　　　　　人を雇う資格はありません。 

「過重労働解消キャンペーン」期間です。 
１１月１日■～３０日■は 
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職 業 能 力 開 発 促 進 月 間  
障害者職業能力開発促進旬間 のお知らせ 
　厚生労働省では、毎年１１月を「職業能力開発促進月間」と定め、職業能力の開発・向上の促進と魅力
ある技能社会の形成を目指すこととしています。 
　この月間中に本県で行われる関連行事は次のとおりです。 
　　・富山県部門功労表彰式　　　・平成２６年度前期技能検定合格証書の交付 

　　・「とやまの名匠」認定式　　　・富山県職業能力開発協会表彰式 

　また、職業能力開発促進月間のうち、１１月１日～１０日までの１０日間を「障害者職業能力開発促進旬間」
と定め、障害のある方の職業訓練の受講を促進するとともに、その就職や職場定着への支援について、
事業主の方など、広く一般の方々に対してＰＲ等を行っています。 

　男性の育児参加を進めることは、企業にとっても、男性従業員の育児休業の取得や短時間勤務の実施な
どを契機として、職場内での業務の改善や働き方の見直しが進み、労働者のワーク・ライフ・バランスの実
現による心身の健康の確保や労働時間の短縮によるコスト削減などの効果が期待されます。 
　ここでは男性の育児参加に取り組む企業をアシストする支援策を紹介します！ 

☆好事例の紹介 
　蘆「イクメン・プロジェクト」企業の事例紹介 蜀 http://ikumen-project.jp/wlb_company.html 

　蘆「男性社員が育児参加しやすい職場づくりガイドブック」 蜀 http://ikumen-project.jp/pdf/guidebook.pdf 

☆先進的な取組を進めている企業の認定・表彰 
　蘆イクメン企業アワード 蜀 http://ikumen-project.jp/active/active_project.html 

　蘆均等・両立推進企業表彰 蜀 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kintou/ryouritsu.html 

　蘆次世代育成支援対策推進法（以下、「次世代法」という。）に基づく認定制度 

 蜀 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/26.html

職 業 能 力 開 発 促 進 月 間  
障害者職業能力開発促進旬間 のお知らせ 

男性の育児参加は、会社にも社会にもプラスです！！ 

　「職業能力開発促進月間」や「障害者職業能力開発促進旬間」についての詳しいことは、県職業能力

開発課（薊０７６－４４４－３２６０）までお問合わせください。 

問合せ先 富山労働局雇用均等室　薊０７６－４３２－２７４０ 

　次世代法とは日本の急激な少子化の進行に対応して、次代の社会を担う子どもの健
全な育成を支援するため、平成１７年に施行された法律です。 
　次世代法に基づく１０年間の集中的・計画的な取組により、くるみん認定を受ける企
業が増えるなど仕事と子育てが両立できる雇用環境の整備等が一定程度進みましたが、
次世代育成支援対策の更なる推進・強化を図るため、以下のとおり、次世代法が改正
されました。 

  改正ポイント①　法律の有効期限の延長（平成２６年４月２３日施行） 

　法律の有効期限が平成３７年３月３１日まで１０年間延長されました。 
　このため、事業主は引きつづき、次世代法に基づき、労働者の仕事と子育ての両立のための一般事業主行
動計画を策定し、都道府県労働局に届出を行っていただく必要があります。 

  改正ポイント②　新たな認定（特例認定）制度の創設（平成２７年４月１日施行） 

　現行法では、行動計画を策定・届出し、一定の要件を満たすと、くるみん認定を受けることができます。
今回の改正では、このくるみん認定を受けた企業のうち、特に次世代育成支援対策の実施状況が優良な企業
に対する新たな認定（特例認定、「プラチナくるみん」（仮称））制度が創設されます。 

●●●●●●●●●●●●●●●●●● ～この「次世代法」が改正されました！～ 

「くるみん」マーク 

男性の育児参加は、会社にも社会にもプラスです！！ 
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①正社員との差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲が拡大されます。 
　職務内容が正社員と同一、　人材活用の仕組み（人事異動等の有無や範囲）が正社員と同一であるパート
タイム労働者については正社員との差別的取扱いが禁止されます。 
　※これまでは「無期労働契約を締結しているパートタイム労働者であること」も要件とされていました。 

②「短時間労働者の待遇の原則」が新設されます。 
　パートタイム労働者と正社員で待遇が違う場合、その待遇の違いは、職務の内容、人材活用の仕組み、
その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないとする規定が創設されます。 

③パートタイム労働者を雇い入れたときは、事業主が実施する雇用管理の改善措置の内容について説明しな
ければなりません。 

④パートタイム労働者からの相談に応じて適切に対応するための相談窓口を設置し、雇い入れ時の文書交付
などにより明示しなければなりません。 

　改正パートタイム労働法及び改正次世代法
に関する説明会を右記のとおり開催いたしま
すので、ぜひご参加ください。（事前申込制
としておりますので、参加を希望される場合
は、下記問い合わせ先までご連絡ください。） 
　注）いずれの会場も定員に達し次第、申込
を締め切りますので予めご了承ください。 

富山会場（２回開催）（定員各回２５０名） 

　ボルファートとやま２階 ボルファートホール（富山市奥田新町８－１） 
　　蘆１２月２日（火）１４：００～１６：００ 
　　蘆１２月４日（木）１４：００～１６：００ 

高岡会場（１回開催）（定員１８０名） 

　高岡文化ホール 多目的小ホール（高岡市中川園町１３－１） 
　　蘆１２月１２日（金）１４：００～１６：００ 

パートタイム労働法が改正されました！！ 

パートタイム労働者の方々の公正な待遇を確保し、また、納得して働くことができるよう、パートタイム労働法が変わります！ 

改正法に関する説明会を開催します！ 

～改正パートタイム労働法・次世代法説明会のご案内～ 

　（公財）富山県労働福祉基金では、中小企業に働く人や未組織労働者の福祉の向上を目
指し、勤労者に対する福利厚生事業の一環として、立山山麓スキー場・あわすのスキー
場・ＩＯＸ－ＡＲＯＳＡスキー場（南砺市）のスキーリフト券の一部を補助します。 
　希望される方は、（公財）富山県労働福祉基金事務局までお申し込みください。利用補
助券をスキー場のリフト券売場に提出し、利用料金から８００円差し引いて精算します。 

■対 象 者 県内で働く勤労者とその家族 

■補助金額 １人１枚　８００円（年１回） 
藺立山山麓スキー場とＩＯＸ－ＡＲＯＳＡスキー場では、１日券、４時間券、ナイター券に利用でき
ます。但し、回数券には利用できません。 

藺あわすのスキー場では、立山山麓共通券及びあわすの専用１日券に利用できます。 

■利用期間 立 山 山 麓 ス キ ー 場：平成２６年１２月１４日～平成２７年２月２８日まで 
 あ わ す の ス キ ー 場：平成２６年１２月２１日～平成２７年２月２８日まで 
 ＩＯＸ－ＡＲＯＳＡスキー場：平成２６年１２月２０日～平成２７年２月２８日まで 

※利用補助券は、富山県労働福祉基金で承認印を押したものをリフト券売場に提出してください。希望者は直接取り
に来るか、郵送の場合は事業所宛先・リフト券補助枚数を記入のうえＦＡＸで申し込みしてください。無くなり次第
終了となりますのでご了承ください。 
　なお、数に限りがありますので、１事業所につき３０枚までとさせていただきます。 
　補助券は１２月上旬頃から順次送付いたします。 

“スキー場リフト券補助”の ご案内 

公益財団法人 富山県労働福祉基金事務局（富山労福協事務所内） 
　　富山市奥田新町８－１　ボルファートとやま１０階　薊０７６－４３１－０５３９　蕭０７６－４３１－０５１０ 

問合せ先 

平成２７
年 

４月１日
から 

施行 

問合せ先 富山労働局雇用均等室　薊０７６－４３２－２７４０ 

プラス 
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「とやまシニア専門人材バンク」の登録企業を募集中 

問合せ先 運営事務局：㈱マイナビ富山営業所　薊０７６－４４２－１８６０ 

とやまシニア専門人材バンク　薊０７６－４４４－４２８９ 
県 労 働 雇 用 課 　　　　　薊０７６－４４４－８８９７ 

問合せ先 

　富山県では、高度な知識や技術を有する県内大学等の外国人留学生や、国際
感覚を磨いた日本人留学経験者の県内就職を促進し、県内企業等の人材確保を
支援するため、「グローバル人材活用促進事業」を実施しております。 
　このたび、グローバル人材の採用を検討している県内企業と、グローバル人
材を対象とした、ブース形式の合同企業説明会・面接会・企業研究会を開催い
たします。「海外との取引を検討している」「日本人留学生・外国人留学生の採
用に関心がある」といった企業の方々におかれては、優秀なグローバル人材に
自社をアピールするチャンスです。 
　参加を希望される企業の方は、下記運営事務局までお問い合わせください。 

主催：県労働雇用課（薊０７６－４４４－８８９７） 

日本人留学生・外国人留学生を対象とした 
合同企業説明会・面接会・企業研究会のご案内 

　富山県では、専門的知識、技術、経験を活かして就労を希望する高齢
者と、これらの人材を求める企業との効果的なマッチングを図るため、
一昨年の１０月に「とやまシニア専門人材バンク」をとやま自遊館２階に
開設し、先頃開設２周年を迎えました。 
　人材バンクでは、富山県・富山労働局・富山公共職業安定所が一体と
なって支援を行います。企業の人材確保のため、是非ご活用ください。 

○開設以来、多くの求職者や企業が 
　登録・就職されています！ 

（Ｈ２６．９月末現在） 

 登 録 者 数 １０５２名 
 うち就職者数 ５９８名 
 登録企業数 ５５５社 

■ 対　象 
蘆概ね５５歳以上で、有する専門知識や技術等を活
用して再就職を希望される方 

蘆これらの専門人材の採用を希望する企業等 

■ 特　徴 
蘆相談から情報提供までワンストップで支援しま
す。 

蘆企業の即戦力となる専門人材を登録しています。 
蘆インターネットで専門人材の検索・閲覧が可能
です。 

蘆企業の求人ニーズに合わせて人材の発掘・紹介
をします。 

蘆現在就業中の人、ＵＩＪターン希望の県外在住
者等広範囲の求職者をカバーしています。 

 
○サービスをご利用いただくには、人材バンク
への登録が必要です。 
○登録は、バンク窓口での受付のほか、インタ
ーネットからでも可能です。（右記ホームペー
ジで受け付けています。） 

まずは、人材バンクへの登録をぜひお願いします。 

 所在地 〒９３０－０８０５  富山市湊入船町９番１号 
（とやま自遊館２階） 

 開設時間 月曜日～金曜日　９：００～１７：００ 
  ※祝日、年末年始は除く 

 電話番号 076－444－4289 FAX番号 076－444－0117

～即戦力の専門人材をお探しの貴社のニーズにきめ細かく対応します～ 

とやまシニア専門人材バンク・ウェブサイト 

とやまシニア専門人材バンク窓口 

蜀 http://senior-bank.pref.toyama.lg.jp

シニアバンク 

藺登録いただくと、インターネット上で専門人材の詳細情
報の閲覧が可能になります。 
藺企業情報、採用予定情報を登録・公開することで、専門
人材とのマッチングの可能性が高まります。 

藺その他、必要な情報を随時お知らせいたします。 

「とやまシニア専門人材バンク」の登録企業を募集中 

日時 

12月19日（金） 
　　　１３：００～１６：００ 
　　　（１２：３０受付開始） 

場所 

富山大学学生会館ホール 
　　　（富山市五福３１９０） 

日本人留学生・外国人留学生を対象とした 
合同企業説明会・面接会・企業研究会のご案内 
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◆詳細については、当センター又は各公共職業安定所窓口へお問い合わせください。 

「労働とやま」は、ホームページからもご覧いただけます蜀http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1303/kj00005005.html

年　月 全　産　業 
月 平 均 賃 金（規模３０人以上） 労働異動率 

製　造　業 製　造　業 
定　期 特　別 定　期 特　別 入職率 離職率 

職 業 紹 介 状 況（季節調整値） 
有　　　　　　効 

求人数 求職者数 求人倍率 
就職件数 

　「職業紹介状況の年欄は年度合計を表す。また同欄は「パートを含み ,学卒を除く」の数値を使用。資料は、県統計調査課 
「毎月勤労統計調査地方調査月報」、富山労働局職業安定課「労働市場速報」による。 

   円 円 円 円 ％ ％ 人 人 
 ２１   ２６３，４０９ ４８，９５７ ２７２，４４５ ４８，７５８ １．０５ １．３２ １５４，７１２ ３０１，８９７ ０．５１ ２５，００２ 
 ２２   ２６２，３４１ ４９，６０７ ２８１，１２７ ５６，８２０ ０．９３ ０．８８ １９３，４３５ ２５８，６３７ ０．７５ ２６，５５７ 
 ２３   ２６３，７４１ ５３，７９３ ２８５，６８９ ６４，５４２ ０．８７ ０．９３ ２２１，５１２ ２４５，６７１ ０．９０ ２６，２２０ 
 ２４   ２７１，０６９ ５５，８０７ ２９６，０４５ ６６，８３８ ０．９１ ０．８７ ２３９，７１２ ２４１，６０６ ０．９９ ２５，７２９ 
 ２５   ２７１，７７６ ５８，３９５ ２９７，２３８ ７２，１２４ ０．８５ ０．８５ ２６９，９５８ ２２２，４７３ １．２１ ２４，５９４ 
 ２６ ３ ２７２，３７７ １０，８７２ ３０２，２８０ ９，９９８ ０．６５ ０．９４ ２３，４１９ １７，４３３ １．３４ ２，６７４ 
  ４ ２７７，３４７ ４，７５６ ３０４，９４７ ６，４８３ ３．６２ １．１５ ２４，１３２ １７，２９０ １．４０ ２，３１０ 
  ５ ２７３，１６０ ９，９４１ ３０２，８６７ ９１２ ０．８８ ０．７８ ２３，８４１ １７，２９０ １．４０ ２，００６ 
  ６ ２７１，８２２ １７１，０４６ ２９９，４９９ １６８，８１７ ０．９９ １．５４ ２４，１５１ １７，０２４ １．４２ ２，０００ 
  ７ ２７３，０３４ １６５，８６６ ３０３，８４３ ２９３，６２６ ０．６６ １．１０ ２３，４０８ １７，０２７ １．３７ １，８２８ 
  ８ ２７２，３６０ ５，８６１ ３０３，５１１ ３，６８７ ０．７０ １．１１ ２３，２１５ １７，３６８ １．３４ １，５４３ 

富 山 県 労 働 経 済 指 標  

発 行：富山県商工労働部労働雇用課 

平成２６年度（平成２７年１月入所） ポリテクセンター富山 

　本訓練は、離職した方又は転職を希望する方が、早期に再就職できるよう実践的な知識と技能を
習得することを目的としています。平成２７年１月の開講コースは次の５コースです。 

ＣＡＤ／ＣＡＭ技術科 

機 械 加 工 技 術 科  

テクニカルメタルワーク科 

組込みマイコン技術科 

２０ 

１８ 

１８ 

２０ 

ＩＴ化された「ものづくり」に対応できる人材（ＣＡＤ／ＣＡＭオペレータ・ＮＣオペレータ等）を養成します。機
械製図に関する幅広い知識を学ぶとともに、ＣＡＤを用いた機械図面作成、３次元ＣＡＤによる立体的な形
状作成およびＣＡＭによる加工データの作成に要する技能や知識を習得します。また、基本的な機械加工（旋
盤・フライス盤、マシニングセンタ等のＮＣ工作機械）に関する技能・技術を習得します。 

機械加工に関する実践的技能・技術を習得し、産業基盤となる「ものづくり」に携わる人材を養成します。
機械加工に関する幅広い知識を学ぶとともに、汎用工作機械による高精度かつ効率的な加工に要する技能
や知識を習得します。また、各種ＮＣ工作機械のプログラミング・加工方法およびＣＡＤ／ＣＡＭによる応用
的な加工方法に関する技能・技術を習得します。 

被覆アーク溶接、半自動アーク溶接による鉄鋼材の各種溶接施工・段取り作業に関する知識と技能を習得
し、あわせてステンレス鋼、アルミニウム合金の溶接と溶接構造物の試験・検査および溶接施工の管理・
監督ができる技能と知識を習得します。 

マイコンは携帯電話や家電、自動車など我々の身近な機器に組み込まれて利用されています。これらの組込
みシステムは、現代では必要不可欠な技術となっています。このマイコンを中心に、周辺回路に必要な電子
回路などのハードウェアとＣ言語プログラミングによるソフトウェアの両面から、組込みシステムに必要な知識を学
びます。各種実習を通して、組込み技術者に必要な技能・技術を習得します。 

電 気 保 全 技 術 科  
※（橋渡し訓練付＋若年者コース） 

１５ 
電気の基礎を学び、回路図の読み方や機器の名前と役割を知り、実習により電気配線の技能と知識を習
得します。また、生産工場で多く用いられているプログラマブルコントローラの知識を学び、実習により工作機
械や生産ラインの制御設計に関する技能と知識を習得します。 

訓　練　科　名 定員 訓 　 練 　 内 　 容  

応募資格蜷雇用保険受給者等の求職者で、強く再就職を希望される方及び、意識・技能・技術の習得
に意欲のある方で、公共職業安定所長の受講指示、受講推薦の指示を受けた方。 

※橋渡し訓練付＋若年者コース… 
　基礎的な職業訓練（橋渡し訓練）を１ヶ月実施し、その後本訓練を６ヶ月実施します。概ね４０歳未満の求職者、パート、アルバイト等の不
安定な就労から早期安定就労を希望している方々等を対象として、６ヶ月の訓練期間のうち、「約５ヶ月間の施設内訓練」と「約１ヶ月間の企
業実習」を組み合わせた訓練です。 

職業訓練受講生募集のお知らせ 

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 
富山職業能力開発促進センター（ポリテクセンター富山）訓練課受講者第一係 
　　　〒９３３－０９８２　高岡市八ヶ５５　薊０７６６－２８－６９０２（直通）　蕭０７６６－２３－６４４５ 
　　　ホームページ蜀 http://www3.jeed.or.jp/toyama/poly/

問合せ先 

募集期間蜷１１月５日（水）～１２月４日（木） 説 明 会蜷１１月１８日（火） 
訓練期間蜷平成２７年１月６日（火）～６月２９日（月） 

募集期間蜷１１月１９日（水）～１２月１８日（木） 説 明 会蜷１２月２日（火） 
訓練期間蜷平成２７年１月２２日（木）～７月３１日（金） 


